
議第14号

令和 4年度滋賀県病院事業会計予算

（総 則）

第 1条 令和 4年度滋賀県の病院事業会計予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 病 床 数

総 合 病 院 小児保健医療 精 神 医 療 計
セ ン タ ー セ ン タ ー

535床 100床 123床 758床

(2) 年 間 患 者 数

総 合 病 院 小児保健医療 精 神 医 療 計
セ ン タ ー セ ン タ ー

入 院 140,525人 20,732人 35,405人 196,662人

外 来 188,811人 42,949人 27,461人 259,221人

(3) １日平均患者数

総 合 病 院 小児保健医療 精 神 医 療 計
セ ン タ ー セ ン タ ー

入 院 385人 57人 97人 539人

外 来 777人 176人 113人 1,066人

(4) 主要な建設改良事業

総合病院病院整備事業

医療器具および備品購入

（収益的収入および支出）

第 3条 収益的収入および支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

款 項 金 額

千円

1 病 院 事 業 収 益 26,249,200

1 医 業 収 益 19,817,104

2 医 業 外 収 益 6,209,196

3 附 帯 事 業 収 益 222,900
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支 出

款 項 金 額

千円

1 病 院 事 業 費 用 25,407,600

1 医 業 費 用 24,450,368

2 医 業 外 費 用 734,332

3 附 帯 事 業 費 用 222,900

（資本的収入および支出）

第 4条 資本的収入および支出の予定額は、次のとおりと定める。

（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 2,217,000千円は、過年度分損益勘定留保

資金で補塡するものとする。）

収 入

款 項 金 額

千円

1 資 本 的 収 入 1,802,900

1 企 業 債 1,774,000

2 負 担 金 28,900

支 出

款 項 金 額

千円

1 資 本 的 支 出 4,019,900

1 建 設 改 良 費 1,883,376

2 企 業 債 償 還 金 2,136,524
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（債務負担行為）

第 5条 債務負担行為をすることができる事項、期間および限度額は、次のとおりと定める。

事 項 期 間 限 度 額

総 合 病 院 病 院 整 備 事 業
令 和 5 年 度 466,464千円

（放 射 線 治 療 棟 再 整 備）

総 合 病 院 病 院 整 備 事 業

放 射 線 治 療 棟 再 整 備 令 和 5 年 度 8,536千円

工 事 施 工 監 理 業 務

総 合 病 院 病 院 整 備 事 業

高 精 度 放 射 線 治 療 令 和 5 年 度 748,000千円

装 置 整 備

総 合 病 院 病 院 整 備 事 業
令 和 5 年 度 181,500千円

（血管Ｘ線診断装置整備）

総 合 病 院 運 営 管 理 事 業 令 和 5 年 度 か ら
1,078,245千円

（施 設 総 合 管 理 業 務） 令 和 7 年 度 ま で

総 合 病 院 運 営 管 理 事 業
令 和 5 年 度 56,000千円

（医 薬 品 調 達 業 務）

総 合 病 院 運 営 管 理 事 業
令 和 5 年 度 244,000千円

（検 査 試 薬 調 達 業 務）

総 合 病 院 運 営 管 理 事 業
令 和 5 年 度 2,400,000千円

（診 療 材 料 調 達 業 務）

総 合 病 院 運 営 管 理 事 業
令 和 5 年 度 150,000千円

（臨 床 検 査 業 務）

総 合 病 院 運 営 管 理 事 業 令 和 5 年 度 か ら
618,778千円

（医 事 業 務） 令 和 6 年 度 ま で

総 合 病 院 運 営 管 理 事 業 令 和 5 年 度 か ら
1,088,205千円

（患 者 給 食 業 務） 令 和 7 年 度 ま で
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事 項 期 間 限 度 額

総 合 病 院 運 営 管 理 事 業 令 和 5 年 度 か ら
57,000千円

（病 棟 寝 具 賃 借） 令 和 7 年 度 ま で

総 合 病 院 運 営 管 理 事 業

遠 隔 操 作 型 内 視 鏡 下 令 和 5 年 度 21,560千円
手 術 シ ス テ ム
保 守 点 検 業 務

小児保健医療センター運営管理事業
令 和 5 年 度 14,400千円

（臨 床 検 査 業 務）

小児保健医療センター運営管理事業 令 和 5 年 度 か ら
229,764千円

（医 事 業 務） 令 和 6 年 度 ま で

精神医療センター運営管理事業 令 和 5 年 度 か ら

92,622千円
（医 事 業 務） 令 和 6 年 度 ま で

精神医療センター運営管理事業 令 和 5 年 度 か ら
233,518千円

（患 者 給 食 業 務） 令 和 7 年 度 ま で

医 薬 品 調 達 業 務 令 和 5 年 度 3,630,000千円

（企業債）

第 6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率および償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円 ％

総合病院病院整 1,425,500 普通貸借または 5.0以内 借入日の翌日から 5年以内

備事業費 証券発行 据え置き、30年以内の期間に

おいて償還する。

ただし、借入先の融資条件、
小児保健医療セ 51,500

財政その他の都合により償還
ンター病院整備

期間の短縮および据置期間の
事業費

延長をし、繰上償還を行いま

たは借換をすることができる。
精神医療センタ 297,000

ー病院整備事業

費
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起債の目的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

計 1,774,000

（一時借入金）

第 7条 一時借入金の限度額は、 2,000,000千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することができない経費）

第 8条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額をこれらの経費のうち他の経費の金額

に、もしくはこれら以外の経費の金額に流用し、またはこれら以外の経費をこれらの経費の金

額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職 員 給 与 費 12,460,371千円

(2) 交 際 費 60千円

（他会計からの補助金）

第 9条 がん診療連携拠点病院機能強化、新人看護師研修および地域医療福祉体制整備のため一

般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、 2,011,290千円である。

（たな卸資産の購入限度額）

第10条 たな卸資産の購入限度額は、 3,460,000千円と定める。

（重要な資産の取得）

第11条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種 類 名 称 数 量

工具器具および備品 病院情報システム 1

上記の議案を提出する。

令和 4年 2月14日

滋賀県知事 三 日 月 大 造
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